
 

１．試験区分、採用予定人数及び受験資格 

試験区分 採用予定人員 受 験 資 格 

保育

士 

短
大
卒
程
度(
中
級)

 

若干名 

平成３年４月２日から平成 19 年４月１日までに
生まれ、保育士養成課程を修了又は令和９年３
月末までに修了見込みの人で、保育士資格を取
得又は取得する見込みの人 
※指定する期日までに資格・免許を取得しなければ

採用されませんが、受験に際しては資格・免許取得

見込みであれば受験できます。 

 

 

 ※ 上記に該当する人でも、次のいずれかに該当する場合は受験できません。 

 

 (1) 日本の国籍を有しない人 

 (2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けること 

  がなくなるまでの人 

 (3) 入善町職員として懲戒免職処分を受け､当該処分の日から２年を経過しない人 

 (4) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を 

暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入 

した人 

 (5) 児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）により保育士の登録を取り消された人 

 

 

令和8年4月24日 

入善町役場 総務課 

令和８年度（令和９年４月採用予定） 

入善町職員採用試験受験案内 

保 育 士 



２．試験の日時及び合格発表 

区 分 日    時 場所 合格発表 

第１次試験 
令和８年６月 14 日(日) 

午前９時 30 分から受付 

受験票 
に記載 

・受験者には合否にかかわらず 
 書面で通知します。 

第２次試験 

令和８年８月 17 日（月） 

試験の時間、場所等は第１次合格

通知と合わせて通知します。 

・８月下旬～９月上旬に役場前 
 掲示板に掲示して発表します。 
・受験者には合否にかかわらず 
 書面で通知します｡ 

 

３．試験の方法 
(1) 第１次試験 短大（専門学校）卒業程度の出題で、教養試験及び作文試験等 
            を次により行います。 
 ① 教養試験 文書読解､数的及び論理的思考能力に関する内容について、 

択一式による試験を行います。 
 ② 作文試験 文章による表現力、まとめ方等について試験を行います。 
 ③ 適性検査 適性に関する検査を行います。 

 
(2) 第２次試験 第１次試験合格者について、次により行います。 

○面接試験 人物の側面を総合的に評価するため､個別面接試験を行う予定です。 
 
４．合格者の決定から採用まで 
 (1) 最終合格者は、第１次試験・第２次試験の結果を総合的に判定し決定します。 
  ※最終合格後、必要な資格・免許が取得されない場合や、公務員としての適性を

欠く行為があった場合などは採用されません。 
 (2) 採用は令和９年４月の予定です。 
 (3) 給与については「入善町の職員の給与に関する条例」の規定により支給します。 
 
５．受験申込手続 
 (1) 受験申込用紙の請求  

 町ホームページから取得できます。 
 
 (2) 申込方法  
  以下のいずれかの方法によってください。 

①  申込用紙に所定事項を記入の上、総務課に提出又は電子メールにて送付 
②  町ホームページからアクセスできる電子申請フォームにより申込 
  (受付期間終了後に受験票を郵送します。) 

 
 (3) 受付期限 
   ５月 22 日（金）までとし、土曜日及び日曜日を除いて、 

午前８時 30 分から午後５時 15 分まで受け付けます。 
  （郵送、電子メールによる申込みは、５月 22 日午後５時15分までに到着したものに限

ります｡） 

 

６．その他 
  試験の詳細については、入善町役場総務課職員係へ問い合わせ下さい。 
  〒939-0693 富山県下新川郡入善町入膳 423 
  電話 0765-72-2841(直通）  https://www.town.nyuzen.toyama.jp/ 
  提出用メールアドレス：saiyo@town.nyuzen.toyama.jp 
  
 


